
○ 研究者が安心して研究を推進できるように、事務局・教育研究支援事
務室に研究経験がある者を複数名配置し、公的研究費の申請から執行
管理に至るまでワンストップで相談できる体制を構築 ①

○ 他大学の研究費不正の状況を踏まえ、出張旅費の二重払いを防止する
ため、出張原議書の書式に先方負担のチェック欄を新設 ③

○ 公的研究費等に関係する職員の専門知識習得のため、公認会計士によ
る学校法人会計に関する講義、及び公認会計士・内部監査室・経理課
による合同の打ち合わせを実施 ③

津田塾大学の取組例（令和４年度）

※各機関の取組例は、その機関の規模や特性などによって異なるため、全ての機関
の参考・適用できるものではありません。あくまでも参考としてご覧いただくこ
とを目的に掲載しています。

不正防止対策強化の３本柱
①ガバナンス強化 ②意識改革 ③不正防止システムの強化

（①～③で最も関連性が高いと考えられる番号に整理し記載）

参考資料

・津田塾大学ホームページ

・誓約書（研究者用、運営・管理者用、取引業者用）

・研究倫理・コンプライアンス研修 理解度確認テスト

https://www.tsuda.ac.jp/research/guideline.html


 

 

                                                
誓約書 1(研究者) 

 

誓 約 書 
 

津田塾大学 学長 殿 

 

                    誓約日    年  月  日 

 

                    所 属                   

 

                    氏 名（自 署）           

 

 
 

私は、公的研究費等の執行について、下記の事項を遵守することを誓約いたします。 

 

 

記 

 

 

１． 公的研究費等により研究を遂行するにあたり、補助条件等を理解しこれを遵守 

いたします。また、公的研究費等が国民の貴重な税金で賄われていることを十分

理解し、公正かつ効率的に使用するとともに、研究において不正行為を行わない

ことを約束いたします。 

 

２．公的研究費等の経費執行等にあたり、当該資金等に関する規程・使用ルール等を

理解し、定められている事項等を遵守し公的研究費等を正しく使用いたします。 

 

３．上記規則等に違反して不正を行った場合は、本学や公的研究費等の配分機関によ

る処分、および法的な責任を負担することを承知いたします。 

 

以上 

  

 



 

 

                                                
誓約書 2(運営・管理) 

 

誓 約 書 
 

津田塾大学 学長 殿 

 

                    誓約日    年  月  日 

 

                    所 属                   

 

                    氏 名（自 署）           

 

 
 

私は、公的研究費等の運営・管理業務の遂行にあたり、下記の事項を遵守すること

を誓約いたします。 

 

 

記 

 

 

１． 公的研究費等により研究を遂行するにあたり、補助条件等を理解しこれを遵守 

いたします。また、公的研究費等が国民の貴重な税金で賄われていることを十分

理解し、公正かつ効率的に使用するとともに、研究において不正行為を行わない

ことを約束いたします。 

 

２．公的研究費等の経費執行等にあたり、当該資金等に関する規程・使用ルール等を

理解し、定められている事項等を遵守し公的研究費等を正しく使用いたします。 

 

３．上記規則等に違反して不正を行った場合は、本学や公的研究費等の配分機関によ

る処分、および法的な責任を負担することを承知いたします。 

 

以上 

  

 



 

 

                                                
誓約書 3(外部取引) 

 

誓 約 書 
 

 

 

 当社（当法人）は、学校法人津田塾大学（以下「津田塾大学」という。）との取引

に当たり、下記の事項を遵守することを誓約します。 

                    

 

記 

 

 

１．津田塾大学との取引に関する諸規則を遵守するとともに、不正に関与しません。 

２．津田塾大学内部監査、その他調査等において、本学との取引帳簿類の閲覧・提出

等の要請に協力します。 

３．不正が認められた場合は、津田塾大学における物品購入等契約に係る取引停止等 

  の取扱要項に定める取引停止を含む、いかなる処分を講じられても異議はありま

せん。 

４．津田塾大学構成員（役職員、その他学生等を含む関連する者）から架空発注によ 

  る預け金等の不正な行為の依頼等があった場合には、研究費の不正使用に関する

通報窓口（本学総務課）に連絡します。 

５．その他、津田塾大学との取引に係り疑義が生じた場合には、速やかに本学担当部 

署に報告します。 

以上 

  

 

  誓約日     年  月  日 

 
 

 

津田塾大学 学長 殿 

 

 

                   

（所 在 地） 

 

（電話番号） 

 

（社   名）                            

 

（代表者役職・氏名）                     印 

 

 



研究倫理・コンプライアンス研修 理解度確認テスト 
Comprehension Test for the Research Ethics and Compliance course 

◆ 以下の設問について、選択肢の中から最も妥当と思われるものを選び、アルファベットでご回答ください。 
Please select the most appropriate option to fill in the blank indicated with “(),” and write the corresponding 
alphabet in the answer column. 
※ 赤字は解答および解説です。 

設問 
Questions 

選択肢 
Options 

回答
Answers 

Q1.  
研究者は、研究活動がもたらす（      ）への影響を十分理
解しなければならない。 
Researchers must fully understand the impacts of their 
research activities on （      ）. 
研究者には、科学的知見の質を保証するだけではなく、社会からの信

頼を得るために公正な研究活動を行うことが期待されています。 

Researchers are expected to conduct fair research activities not only to 

ensure the quality of scientific knowledge but also to earn trust from the 

society. 

A. 大学 
Universities 

B. 法令 
Laws and regulations 

C. 一般社会 
The society in general 

C 

Q2.  
研究費の不正使用が発覚した場合、大学は国や予算配分機
関から、（      ）の全部又は一部の返還を求められること
がある。 
When improper grant spending is found, the university may be 
requested by the government or the agency allocating the 
budget to return all or part of the （      ）.  
記載の通り。なお、大学は、研究費の返還を求められるだけではなく、是

正措置を求められ、場合によっては間接経費の削減が実施されることも

あります。 

It is set forth as described above. Universities may also be requested to 

take corrective measures in addition to returning research funds, and may 

be subject to the reduction of the budget for indirect cost in some cases. 

A. 人件費 
Personnel cost 

B. 設備備品 
Equipment and supplies 

C. 研究費 
Research fund 

C 

Q3.  
平成 26 年度以前には■■■■■■■■■■■■■■■。 
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx  xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 
xxxxx xxxx xxxxxx until FY2014, xxxxx xx  xxx xxxxx xxxx. 
平成 14 年から 26 年度では、物品・役務の不正が 21 件で最多であった

が、平成 27年度以降は 3件となり、最も少ない不正案件となった。 

From FY2002 to FY2014, the number of fraud cases involving goods and 

services was 21 and the biggest of all categories. Since FY2015, however, 

the same number was 3 and thus became the smallest. 

A. 物品・役務 
Goods and services 

B. 旅費 
Travels 

C. 謝金・給与 
Honorarium & salary 

A 

Q4.  
研究費の適正な■■■■■■■遵守しなければならない。 
With regard to the appropriate use of research fund, 
compliance is required xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 
xxxxxxxxxxx.  
科研費等の競争的資金を用いる研究だけではなく、各大学が独自に配

している学内研究費を用いた研究活動等についても、不正調査の対象

となります。   

Research activities using institutional research fund that each university 

allocates, as well as research activities using competitive funds such as 

KAKENHI, are subject to fraud investigation. 

A. 高度な知見 
Advanced knowledge 

B. 高額な設備 
Expensive facility 

C. 学内研究費 
Institutional research fund 

C 

Q5.  
研究費を■■■■■■■■■■■■■■■■■■■。 
xxx xxxx  xxxxxx to have used research funds for xxx.   
記載の通り。なお、不正調査が開始される時点で、大学が関係者の研究

費の執行停止措置をとる例もあります。 

It is set forth as described above. In some cases, universities may impose 

suspension of the implementation of research funds on the persons 

involved when an investigation into the misconducts begins. 

A. 交付制限措置 
Debarment from research fund 
awarding 

B. 執行停止措置 
Suspension of the 
implementation of research funds 

C. 自己負担義務 
Liability to bear research costs 

A 



Q6.  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■研究費の不正使用とみなされる。 
xxxx xxxxx xxxx  xxxxxxxx xxxxx xxxx  xxxx xxxxx, it is 
deemed improper grant spending xxxxxx xxxxx xxxx  xxxxxx. 
実態のない出張は、カラ出張とみなされます。 

Trips not based on reality are deemed to be fictitious trips. 

A. 預け金 
Money deposit 

B. 二重請求 
Double billing 

C. カラ出張 
Fictitious trip 

C 

Q7.  
研究者としてわきまえるべき■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■。 
Among the basic duties of care as a researcher xxxxx xxxx  
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx  xxxxx xxxxx. 
日本学術会議において、指針が示された。保存の困難な、試料や標本

などの有体物は５年間でよいとされています。 

The Science Council of Japan has set forth guidelines. Tangible entities 

that are hard to be stored, such as samples and specimens, are only 

required to be kept for 5 years. 

A. 論文等の発表 
Publication 

B. 研究計画の終了 
Completion of the research 
project 

C. 補助事業期間の終了 
Conclusion of the funding period 

A 

Q8.  
委員会による研究不正調査の結果、■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■と結論することが妥当である。 
As a result of an investigation by the committee, it was 
revealed that xxxxxx xxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx  xxxxxxx xxx xxxxx xxxx  xx. 
実態のない調査項目を含む論文は、学術的な結論に影響しない場合に

おいても、捏造と判定されます。 

Articles that mention untrue survey items are deemed to involve 

fabrication even if it does not have any influence on the academic 

conclusion. 

A. 捏造 
A case of fabrication 

B. 不正なし 
Free of misconduct 

C. 改ざん 
A case of falsification 

A 

Q9.  
筆頭著者として論文を公表するにあたり■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■と見なされる。 
When publishing an article as the lead author, x xxxxxxxx 
xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx  xxxxxxx xxxxx . 
ギフトオーサーシップと呼ばれる行為に相当します。貢献のない者や、

説明責任を果たせない者を著者に含める行為は、公正な研究活動に対

する重大な違反の一つとされます。 

This case is called gift authorship. Naming someone with no contribution 

or someone who cannot be held accountable as an author is among the 

serious violations of the principles of fair research activities. 

A. 盗用 
Plagiarism 

B. 不適切なｵｰｻｰｼｯﾌﾟ
Inappropriate authorship   

C. 著作権法違反 
Copyright law violation 

B 

Q10.  
特定不正行為に関与した者は、■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■を受ける。 
Those who were involved in specific research misconduct 
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.  
研究の当初から不正行為を行うことを意図していた場合など、特に悪質

な者に対しては、10年間の交付制限が課されることとなります。 

Those particularly malicious, who for example had intention of research 

misconduct from the very beginning of the research, shall face 10-year 

award debarment. 

A. 10 
B. 7 
C. 5 

A 

 

回答日 Date：                                      

所属 Affiliation：                    

氏名 Name：                        
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